
介 護 老 人 保 健 施 設 通 所 リ ハ ビ リ (デ イ ケ ア )【 予 防 給 付 】 利 用 約 款  

 

（約款の目的） 

第１条 介護老人保健施設アップルハイツ飯田（以下「当施設」という。）は、要支援状態と認定され

た利用者（以下単に「利用者」という。）に対し、介護保険法令の趣旨に従って、利用者がその有す

る能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにするとともに、利用者の居宅における生活

の維持向上を目指した通所リハビリテーションサービスを提供し、一方、利用者及び利用者を扶養す

る者（以下「扶養者」という。）は、当施設に対し、そのサービスに対する料金を支払うことについ

て取り決めることを、本約款の目的とします。 

（適用期間） 

第２条 本約款は、利用者が通所リハビリテーション利用同意書を当施設に提出したときから効力を有

します。但し、扶養者に変更があった場合は、新たに同意を得ることとします。 

（利用者からの解除） 

第３条 利用者及び扶養者は、当施設に対し、利用終了の意思表明をすることにより、本約款に基づく

通所利用を解除･終了することができます。 

（当施設からの解除） 

第４条 当施設は次に掲げる場合に、利用者及び扶養者に対し本約款に基づく通所利用を解除・終了す

ることができます。 

 ① 利用者が要介護認定において非該当（自立）と認定された場合 

 ② 利用者の病状、心身状態等が著しく悪化し、当施設での適切な通所リハビリテーションサービス

の提供を超えると判断された場合 

 ③ 利用者及び扶養者が、本約款に定める利用料金を２ヶ月分以上滞納し、その支払を督促したにも

かかわらず10日以内に支払われない場合 

 ④ 利用者が、当施設、当施設の職員又は他の利用者等に対して、利用継続が困難となる程度の背信

行為又は反社会的行為を行った場合 

 ⑤ 災害、施設・設備の故障その他やむを得ない理由により、当施設を利用することができない場合 

（利用料金） 

第５条 利用者及び扶養者は、連帯して、当施設に対し、本約款に基づく通所リハビリテーションサー

ビスの対価として、別紙３の利用単位ごとの料金をもとに計算された月ごとの合計額及び利用者が個

別に利用したサービスの提供に伴い必要となる額との合計額を支払う義務があります。 

２ 当施設は、利用者及び扶養者が指定する送付先に対し、前月料金の合計額の請求書及び明細書を毎

月前半に送付し、利用者及び扶養者は連帯して当施設に対し当該合計額をその月の末日までに支払う

ものとします。なお、支払の方法は別途話し合いの上、双方合意した方法によります。 

３ 当施設は、利用者又は扶養者から、第１項に定める利用料金の支払いを受けたときは、領収書を発

行します。 

（記録） 

第６条 当施設は、利用者の通所リハビリテーションサービスの提供に関する記録を作成し、その記録

を利用終了後２年間保管します。身体拘束・事故・苦情に関する記録は利用終了後５年間保管します。 

２ 当施設は、利用者が前項の記録の閲覧、謄写を求めた場合には、原則としてこれに応じます。但し、

扶養者その他の者（利用者の代理人を含みます。）に対しては、利用者の承諾を得た場合その他必要



と認められる場合に限り、これに応じます。 

（秘密の保持） 

第７条 当施設とその職員は、業務上知り得た利用者又は扶養者若しくはその家族等に関する秘密を、

正当な理由なく第三者に漏らしません。但し、必要と認められる別紙各号についての情報提供につい

ては利用者及び扶養者に利用目的を説明しあらかじめ同意を得た上で行うこととします。 

２ 可能な場合は個人を特定できる記載を省きます。 

３ 前２項に掲げる事項は、利用終了後も同様の取扱いとします。 

（緊急時の対応） 

第８条 当施設は、利用者に対し、施設医師の医学的判断により医療機関への受診が必要と認める場合、

協力医療機関等へ診療を依頼することがあります。 

２ 当施設は、利用者に対し、当施設における通所リハビリテーションサービスでの対応が困難な状態

又は専門的な医学的対応が必要と判断した場合、他の専門的機関を紹介します。 

３ 前２項のほか、利用中に利用者の心身の状態が急変した場合、当施設は利用者及び扶養者が指定す

る者に対し、緊急に連絡します。 

（身体拘束の原則禁止） 

第９条 当施設では、利用者の人権を守る立場から、身体拘束を原則禁止とします。ただし、生命の危

険を伴うなどやむを得ない場合には、施設長の判断により、家族の同意を得て行う場合があります。 

（要望又は苦情等の申出） 

第10条  利用者及び扶養者は、当施設の提供する通所リハビリテーションサービスに対しての要望又は

苦情等について、各所受付窓口に申し出ることができます。 

（賠償責任） 

第11条 通所リハビリテーションの提供に伴い、当施設の責に帰すべき事由によって、利用者が損害を

被った場合、当施設は利用者に対して損害を賠償するものとします。 

２ 利用者の責に帰すべき事由によって、当施設が損害を被った場合、利用者及び扶養者は連帯して当

施設に対して、その損害を賠償するものとします。 

（利用契約に定めのない事項） 

第12条 この約款に定められていない事項は、介護保険法令その他諸法令に定めるところにより、利用

者又は扶養者と当施設が誠意をもって協議して定めることとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



＜別紙１＞ 

通所リハビリテーション（デイケア）について 

 

◇介護保険証の確認 

  ご利用のお申し込みに当たり、ご利用希望者の介護保険証を確認するため、入所前にご提示いただ

き写しを取らせていただきます。介護保険負担割合証の写しも取らせていただきます。 

 

◇ケアサービス 

  通所リハビリテーション（デイケア）は、要支援者が家庭等での生活を継続させるために立案さ

れた介護予防サービス・支援計画に基づき提供されます。看護、医学管理の下における介護、及び

機能訓練を行い、利用者の療養生活の質の向上及び利用者のご家族の具体的及び精神的負担の軽減

を図るため提供されます。 

  医療・看護：介護老人保健施設は入院の必要のない程度の要介護者を対象としていますが、医師、

看護職員が常勤していますので、ご利用者の状態に照らして適切な医療・看護を行います。 

  介護：生活全般について、通所リハビリテーション計画に基づいて実施します。 

  機能訓練：通所リハビリテーション計画に基づき理学療法士、作業療法士が行いますが、施設内で

のすべての活動が機能訓練のためのリハビリテーション効果を期待したものとなります。 

 

◇実施地域および送迎範囲 

  旧市内、上郷・鼎・伊賀良・山本の一部。ただし、家人送迎の場合には、飯田・下伊那内とします｡ 

 

◇生活サービス 

  当施設通所利用中も明るく家庭的な雰囲気のもとで生活していただけるよう、常に利用者の立場に

立ち運営しています。 

  ご利用可能設備等：食堂兼機能訓練室（デイルーム）、浴室（一般浴室・特別浴室）、送迎車７台 

  食事：昼 食 11時40分～ 

     おやつ 14時30分～ 

 

◇他機関・施設との連携 

  協力医療機関での受診：当施設の協力病院は飯田病院です。利用者の状態が急変した場合には、施

設医師が診察をし、必要な場合には受診を依頼いたします。その際には、ご家族に速やかにご連

絡いたします。 

  他施設の紹介:当施設での対応が困難な状態になり専門的な対応が必要になった場合には、他の医

療機関を紹介します。 

   ※医療機関への受診は原則ご家族が付き添っていただけますようにお願いいたします。 

 

◇緊急時の連絡先 

  緊急の場合には、「同意書」にご記入いただいた連絡先に連絡します。利用中に必ず連絡の取れる

方を同意書にお書きください。 

 



＜別紙２＞ 重要事項説明書 

介護老人保健施設アップルハイツ飯田のご案内 

（令和８年６月１日現在） 

１．施設の概要 

（１）施設の名称等 

  ・施設名      介護老人保健施設アップルハイツ飯田 

  ・開設年月日    平成３年７月１日 

  ・所在地      〒395-0067 飯田市羽場権現1618番地 

  ・電話番号     0265-21-1165（代） 0265-24-8516（２階） 0265-24-8518（３階） 

  ・ファックス番号  0265-21-1166 

  ・管理者名     施設長 大原 愼司 

  ・介護保険指定番号 介護老人保健施設（ 2050580014号 ） 

 

（２）介護老人保健施設の目的と運営方針 

   介護老人保健施設は、看護、医学的管理の下での介護や機能訓練、その他必要な医療と日常生活

上のお世話などの介護保健施設サービスを提供することで、入所者の能力に応じた日常生活を   

営むことができるようにし、１日でも早く家庭での生活に戻ることができるように支援すること、

また利用者の方が居宅での生活を１日でも長く継続できるよう短期入所療養介護や通所リハビリ

テーションといったサービスを提供し、在宅ケアを支援することを目的とした施設です。 

   この目的に沿って、当施設では、以下のような運営を定めていますので、ご理解いただいた上で

ご利用ください。 

 

［介護老人保健施設アップルハイツ飯田の運営方針］ 

Ⅰ．地域社会との連携によるケア 

  地域の医療・保険・福祉機関との密接な連携を保ち、合わせて居宅支援事業所・地域包括支援セン

ターの協力やボランティアの参加も得て、開かれたケアを行う。 

Ⅱ．飯田病院との連携 

  地域の中核病院である飯田病院との連携を基に医療サービスの充実に努め、信頼されるケアを行う。 

Ⅲ．スタッフのチームケア 

  利用者の方が、家庭や社会でより良い生活が送れるよう、それぞれのスタッフの連携を保ち、高い

チームケアを行う。 

 ① 看護・介護 

   明るくゆったりとした雰囲気の中で、一人一人の利用者がいつまでも豊かな人生を楽しめるよう、

温かく、質の高いケアを提供する。 

 ② リハビリテーション・レクリエーション 

   運動、訓練、レクリエーションを通じ日常生活動作及び体力の維持・向上を目指す。 

 ③ 食事 

   家庭の味を大切にし、愛情のこもった美味しく、楽しい食事ができるように努める。 

 ④ 相談 

   利用者一人一人の暮らしにおける心配ごと、困りごとの具体的現実的解決を共に考えていくとと



もに、家族の方々が、安心して十分な介護ができるような環境作りを支援する。 

 ⑤ 管理 

   この施設利用等の管理を厳密に行うと共に、この施設の良さを地域の人々に理解してもらえるよ

う努める。 

 

（３）施設の職員体制 

   当施設の従業者の職種と員数は次のとおりです。 

   ※施設長（医師）を除く員数は常勤換算数。介護老人保健施設サービス、（介護予防）短期入所

療養介護、（介護予防）通所リハビリテーションの計 

   ・施設長（医師)             １人 

   ・薬剤師                0.4人以上 

   ・看護職員             10人以上 

   ・介護職員              40人以上 

   ・支援相談員        ２人以上 

   ・理学療法士・作業療法士  ５人以上 

   ・栄養士又は管理栄養士     ２人以上 

   ・介護支援専門員      ４人以上 

   ・調理員          ６人以上 

   ・事務員          １人以上 

 

（４）通所定員数等 

   定員40名（通所リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーションの計） 

 

２．サービス内容 

 ① 食事：個人の病状、状況に対応した食事形態・食事量を提供いたします｡ 

 ② 入浴：一般浴槽と特別浴槽の２種類があります。身体状況に応じてご利用いただきます。 

 ③ 機能訓練：リハビリテーション､レクリエーション計画を作成し同意の上訓練を提供いたします｡ 

 ④ 送迎：片道おおむね20分の範囲まで送迎いたします｡（旧市内､上郷・鼎・伊賀良・山本の一部）

ご家族の送迎はこの範囲に限りません。 

 ⑤ 行政手続代行：介護保険に関する、各種申請やお手続きの必要がある際に代行が可能な場合があ

りますのでご相談ください。 

 ⑥ 生活相談：支援相談員が各機関への連絡調整をするとともに、困りごとの相談に対応します｡ 

 ⑦ 理美容サービス：理容美容の専門業者に手配することができます。 

 ※上記のサービスのなかには､利用者の方から基本料金とは別に利用料金をいただくものがあります

ので、お問合せください。 

 

３．協力医療機関等 

当施設では、下記の医療機関に協力いただいています。 

〇協力医療機関 

    ・名称 社会医療法人栗山会 飯田病院 院長 原 栄志 



    ・住所 飯田市大通１丁目15番地 ・電話 0265-22-5150（代） 

〇協力歯科医 

    ・名称 ＪＡ南信州歯科診療所 

    ・住所 飯田市鼎東鼎281番地   ・電話 0265-21-4490 

 

４．当法人の内容 

  ・法人種別 社会医療法人 

  ・名称   社会医療法人栗山会 

  ・代表者  理事長 千葉 隆一 

 

５．苦情申し立ての窓口 

  ご利用に際して、お気づきの点、苦情等ありましたら、下記の窓口にご連絡ください。内容を精査

したうえ、速やかに対応を検討し、ご返答するように努めます。 

 アップルハイツ飯田 事務長 塚平 賢志 

支援相談員 木下・塩沢 

 飯田市羽場権現1618番地 電話 0265-21-1165 

 ＜その他の窓口＞ ・飯田市長寿支援課介護保険係 

            飯田市役所内 電話 0265-22-4511（代） 

          ・各市町村介護保険担当窓口 

          ・長野県国民健康保険団体連合会介護保険課苦情処理係 

            電話 026-238-1555 

 

６．利用にあたっての留意事項 

 ・飲酒・喫煙…当施設は禁煙となっております。喫煙はできません。原則飲酒はご遠慮ください。 

 ・外出…………通所リハビリテーション利用日は原則として外出は避けていただいております。ご事

情がある場合にはご相談ください。 

 ・金銭管理……必要以上の金銭・貴重品はお持ちにならないでください。紛失については責任を負い

かねます。 

 

７．災害対策 

 ・防災設備 スプリンクラー、消火器、消火栓、非常通報装置を設置 

 ・防災訓練 年２回（内、１回は大規模災害を想定としたもの） 伝達訓練 年１回 

 

 

８．禁止事項 

 当施設では、多くの方に安心してご利用いただくために、利用者の「営利行為、宗教の勧誘、特定

の政治活動」は、禁止します。 

 

 

 



＜別紙３＞ 

利 用 料 金 

 【令和８年６月１日より】※介護報酬改定の際には変更することがあります 

介護保険の負担割合は年間の所得に応じて１割・２割・３割となります。 

各市町村より証明書（負担割合証）が送付されておりますのでご確認ください。以下は１割を示します 

※介護職員等処遇改善加算（Ⅰイ）として介護保険所定単位に10.3％乗じた金額となります。 

 

（１）基本料金（１割負担例） 

① 通所リハビリテーション費(介護保険による一部負担金) 

＊要支援１（おおむね週１回程度）2,268円/月 利用開始から12か月を超えると2,148円 

＊要支援２（おおむね週２回程度）4,228円/月 利用開始から12か月を超えると3,998円 

 

  共通加算 

・サービス提供体制強化加算（Ⅰ） （介護福祉士70パーセント以上） 

  要支援1  88円/月 

             要支援２ 176円/月 

   ・科学的介護推進体制加算       40円/月 

 

 ② 個別に対応する加算（該当項目に☑します） 

    □退院時共同指導加算       600円/回 

    □通常の事業実施地域以外で辺地、振興山村又は過疎地域に該当する地域の利用者：５％上乗せ 

 

（２）その他・実費負担いただくもの 

① 食材料費（おやつ代含む）                       700円/日 

② 日用品費(おしぼり、石鹸、シャンプー、ペーパータオル、感染予防物品等)  50円/日 

③ 教養娯楽費(レクリエーション材料費、施設内手芸材料費)          50円/日 

④ おむつ  使用分の実費 

⑤ 作業療法材料費(持ち帰る作品分) 

 

≪お支払い方法≫ 

・毎月前半に、前月分の請求書を発行しますので、その月の末日までにお支払いください。お支払いい

ただきますと領収書を発行いたします。 

・お支払方法は、現金（アップルハイツ窓口）、銀行振込、口座引落し（毎月20日）の３方法がありま 

す。ご利用開始の際にお選びください。口座引落しをご希望の場合には申込書のご記入が必要です。 

 

 

 

 

 



通所リハビリテーション（デイケア）のご利用について 

 

【持ち物】 

・介護保険証、介護保険負担割合証、各種健康保険証（初回、変更時のみ） 

・薬（昼食時服用される方） 

 ・紙パンツ・尿キャッチ（必要な方）・・こちらで用意する事もできますが、料金は実費となります。

ご自宅にある方はお持ちください。 

 

＜入浴時必要なもの＞ 

・バスタオル １枚 

・洗身用タオル(普通の大きさのタオル) ２枚  

・着替え、下着、電気カミソリ（必要な方）など 

  

 ※持ち物には必ず記名をお願致します。 

 ※貴重品はお持ちにならないでください。 

 

【お願い】 

 ① お休みの場合には、前日の17時までにご連絡ください。急な場合には朝８時30分までにお願いし

ます。 

 ② 時間外のご利用を希望される方はご相談ください。送迎・場所など変更になる場合があります。

時間外の送迎はご家族にお願いいたします。 


